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平成 28 年度 第 2回債権管理・回収等検証委員会 議事要旨 

 

1．日時 平成 29年 2月 6日（月）14：00～16：00 

 

2．場所 JICA市ヶ谷ビル 2階 セミナールーム 202AB 

 

3．議事 

（１） 開会 

（２） 平成 29 年度奨学金事業の予算案について 

（３） アクセンチュア株式会社による回収状況分析及び検証等結果報告 

（４） 新規３ヶ月以上延滞債権数の割合の改善率の向上に向けた取組及び奨学金事業に関する

業務の実績を評価する上で適切な指標の在り方について 

（５） 自由討議 

（６） 次回日程等について 

 

4．出席者 

（◎委員）50音順 

  岩田委員（委員長）、木谷委員、佐々木委員、佐原委員、宗野委員、中井川委員、李委員 

 （○機構） 

髙橋理事長代理、大木理事、藤森奨学事業戦略部長、武田貸与部長、金井返還部長、 

大石債権管理部長 

 （□文部科学省）※欠席 

  （△分析業務委託業者)アクセンチュア 

 

5．議事概要 

＜平成 29年度奨学金事業の予算案について＞ 

（特に質疑応答は無し。） 

 

＜アクセンチュア株式会社による回収状況分析及び検証等結果報告＞ 

 （質疑応答は以下の通り。） 

 ◎ 「延滞者は返還開始後に（返還義務を）認知する割合が高い」と説明があったが、高校

や大学では生徒・学生にくり返し丁寧に説明をしているので、にわかには信じ難い。こう

した報告を基に機構の施策がたてられ、結果として学校側の負担や手間が増えることにな

るので、回収案作成にあたっては慎重な判断を願いたい。 

 ○ 機構としては本調査以外の資料はないので、これに基づいて施策を立案することになる。 

 ◎ アンケートでは救済措置を知らなかったと答えることもあるだろうが、このような結果

が出るのであれば、学生に周知徹底することで、延滞が発生する前に多く相談を持ちかけ

て貰える状態にする必要がある。ただし、奨学金の申請前に「奨学金が貸与である」こと

のチェックを現在は行うこととなっており、今後は救済措置を知らなかった件数が減る可

能性がある。そのため、今後は従来の周知方法に加えて、様々なチャンネルでのアナウン



 

2 
 

スを活用すべきであり、返還の方法についてペイジーを利用することも含めて、返還者の

利便性を図る形での対応が求められている。 

 ◎ 「奨学金」は世界中どこでも給付であることが常識である。機構が使用している奨学金

の名称を「教育ローン」とすれば、返還義務がない給付奨学金との混同もなくなる。 

○ ご意見として承るが、名称の変更は過去長期にわたって使用してきたこともあり、簡単

なことではないことをご理解いただきたい。 

◎ 大本は法律なので、法改正が必要になる。 

◎ 新規３ヶ月以上延滞率の改善については、現状から更に改善することは、もともと延滞

率がきわめて低いため、困難と考える。 

 

＜新規３ヶ月以上延滞債権数の割合の改善率の向上に向けた取組及び奨学金事業に関する業務

の実績を評価する上で適切な指標の在り方について＞ 

 （質疑応答は以下の通り。） 

◎「猶予明け返還者等の延滞率」にて、通常返還に移行した理由を、滞納事由の解消か猶予

期間の満了かで区別しているか。 

△ 猶予期間を満了した者はいないはずなので区別はしていないが、今後満了者が発生した

場合は区分しての集計を考えている。 

 

＜自由討議＞ 

  （質疑応答は以下の通り。） 

◎ アンケートの対象は、新しい返還者と古い返還者が混在している。借りた年代を分けて

集計すれば、機構・学校の施策の効果が分かる。このような集計の仕方をしてほしい。 

◎ 三つあるが、まずSMS送信の効果については、複数の取り組みが同時に行われていること

もあり、単年度のデータではSMS送信の効果と判断するには無理がある。そうした点に注意

して頂きたい。 

２点目に、新規3ヶ月以上延滞債権の割合の改善にあたり、数値だけでなく実際に延滞に

陥っている人がどのような状況に置かれているのか、という点についても考慮しながら調

査をしてほしい。 

３点目に、テレビ番組の取材に対し、理事長は機構が「通常の金融の枠組みでもって仕

事をするようになった」と発言している。同番組に出演の有識者は、機構の奨学金はロー

ンであると指摘していた。良い悪いではなく、ローンはローンとして名称と仕組みを統一

すべきではないか。 

○ 理事長は、手法は金融だが、機構では与信管理をしていないのでローンではないとの認

識である。そのため、英語ではスカラシップローンとしてローンとは使い分けている。育

英会時代から行政では奨学金で定着・認知されている。 

◎ 銀行では教育ローンにおいての与信管理は両親等の返済能力を見ているが、機構はそれ

とは違うと認識している。 

◎ 学生に収入に占める生活費・交際費等の割合も含めて将来の返還計画をわかりやすく示

す必要がある。 

◎ 借り過ぎの原因として、債務の名寄せ不備があるが、対策はどうか。 
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○ データを見て統合したり、過去の事例を元にしたデータベースの処理も進めている。ま

た、今後マイナンバーを使用できるので、それも活用する。 

◎ 高校の奨学金が今は別になっている(機構は取り扱っていない)が、これも名寄せできる

か。 

○ 高校の奨学金は名寄せできない。学生自身が、返還計画を考えられるようなものを考え

る必要がある。 

◎ 新規３ヶ月以上延滞率を 20％改善というのは、目標として妥当なのか。 

○ 基本的に、政府から課される目標なので、厳しいが最大限対応するしかない。 

 

＜次回日程等について＞ 

■資料２「報告書構成案」 

■資料３「今後の予定」 

 （標記に基づいて説明。） 


